
日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施要綱を次のとおり定める。

令和８年 月 日

日向市長 西 村 賢

日向市告示第 号

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、食材価格の高騰により多大な影響を受けている市内の飲食店等の経営安定と地域

経済の活性化を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、予算の範囲内に

おいて、日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金（以下「給付金」という。）を交付することに関し、

必要な事項を定めるものとする。

（対象業種）

第２条 この告示において給付金の対象となる業種は、食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第35

条各号に掲げるもののうち、次に掲げる営業であって、店内又は工場において食材を加工し、又は調

理して客に提供し、又は販売するもの(以下「対象業種」という。）をいう。

(１) 飲食店営業

(２) 菓子製造業

(３) そうざい製造業

（交付対象者）

第３条 給付金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次に掲げる要件を全て満たすも

のとする。

(１) 対象業種の営業に係る店舗、工場その他の建物（以下「店舗等」という。）について食品衛生法

（昭和22年法律第233号）第55条第１項の許可を受けていること。

(２) 店舗等が日向市内に所在しており、不特定多数の者に提供し、又は販売していること。

(３) 法人にあっては日向市内に本社又は本店があること、個人で事業を行っている者（所得税法(昭

和40年法律第33号）第229条に規定する届出をしている者をいう。以下「個人事業主」という。）

にあっては、本人が日向市内に住所を有すること。

(４) 令和８年３月31日までに対象業種に係る営業を開始しており、申請日時点においても営業して

いること。

(５) 今後５年間、日向市内で対象業種に係る営業を継続する意思を有すること。

(６) 営利を目的として対象業種の営業を行っており、同営業に係る収入又は売上が確認できること。

(７) 法人にあっては日向市税賦課徴収条例（昭和30年日向市条例第17号）に定める市税を滞納して

いないこと。個人事業主にあっては市税及び日向市国民健康保険税条例（昭和33年日向市条例第

15号）に定める国民健康保険税を滞納していないこと。

(８) 日向市暴力団排除条例（平成23年日向市条例第23号）第２条第５号に規定する暴力団等でない

こと。なお、法人にあっては役員その他構成員についても同様とする。

(９) 前号の確認のため、日向市暴力団排除条例第６条第３号に基づく必要な措置として、市長が宮

崎県警察本部等に対し照会することを承諾していること。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は給付金の交付対象としない。

(１) 社員食堂、給食その他特定の者へ飲食物を提供し、又は販売する事業を営む者



(２) カラオケ等の娯楽の提供を主として行う事業を営む者

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項第１

号から第３号までに掲げる営業に該当すると認められる事業を営む者

（給付金の額等）

第４条 給付金の額は、店舗等１か所につき一律10万円とする。

２ 給付金の交付は、同一の店舗等について１回限りとする。

（交付の申請）

第５条 給付金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、必要事項を記載した申請書

（様式第１号）に、次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(１) 法人にあっては市内に本社又は本店があることを証する書類

(２) 申請に係る店舗等の営業許可証の写し

(３) 法人にあっては市税の滞納がないことを証する書類、個人にあっては市税及び国民健康保険税

の滞納がないことを証する書類。ただし、いずれの場合も市長がこれに代わると認める書類をも

って代えることができる。

(４) 第３条第１項第６号に規定する収入又は売上を確認できる書類

(５) その他市長が特に必要と認める書類

２ 申請者が複数の店舗等について申請するときは、当該申請に係る店舗等の一覧（任意様式）を申請

書に添付し、一括して申請することができるものとする。

３ 申請期間は、令和８年６月15日から令和８年８月31日までとする。

（申請の補正等）

第６条 市長は、申請書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて申請者に補正

又は追加提出を求めることができる。

（交付の決定）

第７条 市長は、申請書及び添付書類の審査を行い、給付金の交付の可否を決定し、交付決定通知書（様

式第２号）又は不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知する。

２ 市長は、交付決定に当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

（給付金の交付）

第８条 給付金は、様式第１号に指定する振込先口座への振込により交付する。

（報告及び検査）

第９条 市長は、この告示の適正な執行のため必要があると認めるときは、申請者又は交付対象者に対

し、報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。

（決定の取消し及び返還）

第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付決定を取

り消すことができる。

(１) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。

(２) 第３条の要件を欠くことが判明したとき。

(３) その他この告示の規定に違反したとき。

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定取消通知書（様式第４号）によ

り通知するとともに、返還請求書（様式第５号）により返還を求めるものとする。

（受給権の譲渡又は担保の禁止）

第11条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。



（関係書類の保存）

第12条 交付対象者は、申請及び受給に関する書類を、交付を受けた年度の翌年度から起算して５年間

保存しなければならない。

（委任）

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この告示は、告示の日から施行する。

２ この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。



様式第１号（第５条関係） 整理番号

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付申請書兼誓約書兼請求書

令和８年 月 日

日向市長 様

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施要綱（以下交付要綱という。）に定める給付金の交付

を受けたいので、下記のとおり申請します。また、申請書類の記載内容は真正であり、かつ、給付金の交付

対象者として、下記の事項のいずれの要件も満たしていることを誓約します。
１ 誓約事項

２ 申請者の情報

４ 添付書類

(１) 法人にあっては日向市内に本社又は本店があることを証する書類

(２) 食品衛生法に係る営業許可証の写し

(３) 法人にあっては市税の滞納がないことを証明する書類、個人にあっては市税及び国民健康保険税の滞納がない

ことを証する書類

(４) 対象業種に係る収入又は売上が確認できる書類

(５) 振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し

(６) 申請者の本人確認書類の写し

(７) その他市長が特に必要と認める書類

□１ 交付要綱第３条に定める交付対象者の要件を満たしています。

□２ 食材を加工し、又は調理して不特定多数の者に提供し、又は販売している事業者です。

□
３ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項第１号から第３号までに掲げる

営業に該当するものではありません。

□４ 社員食堂、給食その他の特定の者へ飲食物を提供し、若しくは販売する業態ではありません。

□５ カラオケ等の娯楽の提供を主として行っている業態ではありません。

□６ バー、スナック、ガールズバー等の酒類の提供を主として行っている業態ではありません。

□７ 交付要綱第３条第１項第９号に定める「暴力団等」に該当しません。（必要に応じて市が警察に照会することに同意します。）

□８ 現に事業活動を行っており、今後５年間日向市内で事業を継続する意思があります。

□９ この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に違反したことにより給付金の返還を命じられることとなっても異議は申し立てません。

法人の方

所在地
〒

法人名 代表者

職・氏名法人番号

担当者 氏名 電話番号

個人の方
住所

〒

氏名 生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日

店舗等の状況
屋号・商号

住

所

業種 飲食店営業・菓子製造業・そうざい製造業 ※該当するものに丸をつけてください

３ 振込先・申請金額 申請金額 円

金融機関名
（ゆうちょ銀行を除く）

支店名 分類

口座番号

(右詰め⇒でお書きく
ださい)

（フリガナ）

口座名義

1 銀行 5 農協

2 金庫 6 漁協

3 信組 7 信漁連

本・支店

本・支所

出張所

□ 普通

□ 当座
金融機関コード 支店コード

ゆうちょ銀行 通帳記号 通帳番号
(右詰め⇒でお書きください)

（フリガナ）

口座名義
ゆうちょ銀行を選択される方は、通帳見

開き下部の「他金融機関からの振込の受

取口座」を記入してください。

市記入欄
受付 審査 入力 確認 交付決定金額

円



様式第２号（第７条関係）

文書番号

年 月 日

様

日向市長

（ 公印省略 ）

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付決定通知書

令和 年 月 日付で交付申請のあった日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実

施要綱に基づく日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金については、下記のとおり交付を決定しました

ので、同要綱第７条の規定により通知します。

記

１ 交付決定額

２ 交付決定の内容



様式第３号（第７条関係）

文書番号

年 月 日

様

日向市長

（ 公印省略 ）

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金不交付決定通知書

年 月 日付で交付申請のあった日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施

要綱に基づく日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金については、下記の理由により不交付となりまし

たので、同要綱第７条の規定により通知します。

記

１ 不交付の理由



様式第４号（第10条関係）

文書番号

年 月 日

様

日向市長

（ 公印省略 ）

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付決定取消通知書

年 月 日付（文書番号）で交付決定をした日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金につ

いて交付決定を取り消したので、日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施要綱第10条第２

項の規定により通知します。

記

１ 給付金の交付を取り消した額

２ 交付決定を取り消した理由等



様式第５号（第10条関係）

文書番号

年 月 日

様

日向市長

（ 公印省略 ）

日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金返還請求書

年 月 日付（文書番号）で交付決定をした日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金につ

いて、日向市飲食店等食材高騰対策支援給付金交付事業実施要綱第10条第２項の規定により下記のとお

り返還を請求します。

記

１ 交付決定の内容

２ 交付年月日

３ 既交付額

４ 請求額（返還額）

５ 返還を求める理由

６ 返還期限

７ その他


